
 

船舶事故調査報告書 

令和７年１１月１９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和６年１２月３０日 １０時３０分頃 

発生場所 香川県小豆島
しょうどしま

町大角
おおかど

鼻南南東方沖 

 大角鼻灯台から真方位１５９°３５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２５.８′ 東経１３４°２０.３′） 

事故の概要 プレジャーボート真
しん

隆
りゅう

丸は、漂泊中、また、漁船第９栄光
えいこう

丸は、

西進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和７年１月１６日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ プレジャーボート 真隆丸、５トン未満（長さ約６.３２ｍ） 

   ２７１－３０５９５岡山、個人所有 

Ｂ 漁船 第９栄光丸、０.６トン 

ＫＡ３－３０４３３（漁船登録番号）個人所有 

第２５２－１３１７０号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 Ａ 軽傷 １人（同乗者） 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部ハンドレールに折損及び曲損、左舷船首部舷縁に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部舷縁及び船首部防舷材に破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 １～２、視界 良好 

海象：波高 約０.２～０.３ｍ、潮汐 上げ潮の末期、潮流 東流約

０.２～２ノット（kn） 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、同乗者１人（以下「同乗者Ａ」

という。）を乗せ、釣りの目的で、０６時４０分頃、岡山県岡山市の

定係地を出航した。 

Ａ船は、大角鼻南南東方沖の釣り場に到着した後、船首を南西方に

向けて船外機をアイドリング運転とした状態で漂泊した。 

船長Ａ及び同乗者Ａは、右舷船尾部及び左舷船尾部にそれぞれ立

ち、釣り竿
ざお

を舷外に出して固定し、竿先や左舷船首方で漂泊していた

１隻の遊漁船（以下「本件遊漁船」という。）などを見ながら釣りを

していた。 

船長Ａは、ふと左舷船尾方を見ると約２０ｍ先にＡ船に向かって接

近するＢ船を認め、衝突の危険を感じてＢ船に向かって大声を出す等

したが、Ａ船の左舷船首部とＢ船の船首部とが衝突した。（図１参

照） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 事故発生場所概略図 

 

衝突の衝撃で同乗者Ａの左膝下が竿置きのパイプに当たった。 

船長Ａが船長Ｂと共に損傷状況等を確認した後、Ａ船は自力で航行

して小豆島町坂手
さ か て

港に寄港した後、定係地に帰港した。 

同乗者Ａは、後日、岡山県玉野市の医療機関で診察を受け、全治約

２週間の左脛
けい

骨近位部亀裂骨折と診断された。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、一本釣り漁の目的で、小豆島町

田浦
たのうら

漁港を出航し、大角鼻南南東方沖の漁場に到着した後、３時間 

３０分ほど、船首を西方に向けて、西方への潮上
のぼ

りと漂泊を繰り返し

て、漁を行っていた。 

船長Ｂは、左舷船首方に本件遊漁船が漂泊しながら遊漁していたの

を認識していたが、船首方のＡ船には気付いていなかった。 

船長Ｂは、本件遊漁船の位置がＢ船から見て左舷船首方約３０°

３０ｍ付近まで潮上りして、魚群探知機で魚影を確認していたが、す

ぐに魚影が映らなくなったので、更に西方約１００ｍの地点まで移動

することとした。 

船長Ｂは、前路を確認することなく、左舷船首方の本件遊漁船を見

ながら、約８kn の対地速力で西進していたところ、至近でＡ船を認め
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たもののどうすることもできず、Ｂ船とＡ船とが衝突した。（図２参

照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ Ｂ船の潮上り及び各船状況 

 

船長Ｂは、Ｂ船を直ちに停船させ、Ａ船に近づいて船長Ａ及び同乗

者Ａの負傷の有無、Ａ船の損傷状況等を確認し、１１８番通報した。 

船長Ｂは、坂手港に寄港した後、田浦漁港に帰港した。 

Ｂ船の船首方に死角はなかった。 

分析 Ａ船は、船首を南西方に向けて漂泊中、船長Ａが、周囲の見張りを

適切に行っていなかったことから、Ｂ船に気付くのが遅れ、Ｂ船と衝

突したものと考えられる。 

船長Ａは、左舷船首方の本件遊漁船を見ていたことから、左舷船尾

方から接近するＢ船に気付くのが遅れたものと考えられる。 

Ｂ船は、西進中、船長Ｂが、前路の見張りを適切に行っていなかっ

たことから、前路のＡ船に気付くのが遅れ、Ａ船と衝突したものと考

えられる。 

船長Ｂは、左舷船首方の本件遊漁船を見ていたことから、前路の見

張りを適切に行っていなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が船首を南西方に向けて漂泊中、Ｂ船が西進中、船

長Ａが、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、接近するＢ船

に気付くのが遅れ、また、船長Ｂが、前路の見張りを適切に行ってい

なかったため、前路のＡ船に気付くのが遅れ、両船が衝突したものと

考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・小型船舶の船長は、特定の他船に注意を向けることなく、常時周

囲の見張りを適切に行うこと。 
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